
さいたま都市計画地区計画の変更 

さいたま都市計画浦和駅西口南第四地区地区計画を次のように変更する。
決 定 告 示 年 月 日 

平成２８年１１月２５日

    名    称   浦和駅西口南第四地区地区計画

    位    置   さいたま市浦和区岸町４丁目の一部

    面    積   約０．８ｈａ
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地区計画の目標

   本地区は、ＪＲ浦和駅から南西約２００ｍに位置し、浦和駅周辺

 の商業地に隣接しており、県都の玄関口にふさわしい土地の高度利

 用と都市機能の充実を図る地区として、商業・居住機能を整備し、

 活力のある市街地の形成を目指す。

土地利用の方針

 １．細分化されている敷地の共同化や土地の高度利用によって、ゆ

   とりある空間を創出する。

 ２．田島大牧線沿いには低層部を主体に浦和駅周辺の市街地にふさ

  わしい商業施設を整備し、通りの賑わいを創出する。

 ３．中・高層部には商業・業務機能の集積を支える居住機能の立地

   を計画的に誘導していく。

地区施設の整備の方針

   市街地再開発事業により計画的に整備される街区において、隣地

 境界に接して歩行者通路を確保することにより防災性能の向上を図

 り、安全でゆとりある都市環境の形成を目指す。

建築物等の整備の方針

 １．低層部には商業施設を整備し、これらの機能を損なう用途の制

   限を行う。

 ２．壁面の位置の制限により歩道と一体となった広幅員の歩行者空

   間を確保し、緑化等を進めることにより、良好な市街地環境の創

  出を図る。

 ３．道路に沿ってオープンスペースや緑地等を設け、地域コミュニ

   ティ活動や交流の場としてゆとりある空間を確保する。
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地区施設の配

置及び規模

 公共空

 地

  歩行者通路１号   幅員２ｍ  延長 約４５ｍ

  歩行者通路２号   幅員２ｍ  延長 約６０ｍ
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 地区

 の

 区分

 区分の名称        Ａ 地 区      Ｂ 地 区

 区分の面積       約０．６ｈａ      約０．２ｈａ

 建築物等の用途

の制限

  次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

 ① 建築基準法別表第二（へ）項第２号に規定する事業を営む工

  場

 ② 倉庫業を営む倉庫

 ③ 建築基準法別表第二（と）項第３号に掲げる事業を営む工場

 ④ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第

  １項第１号（キャバレーに限る）、第２号、第３号及び同条第 

６項各号に規定する営業を営む施設

 ⑤ Ａ地区において、２階以下の部分を住宅、共同住宅、寄宿舎

  及び下宿の用途に供する建築物（ただし、これらの用途の出入

   口ホール及び階段等の部分は除く。）

建築物の敷地面

積の最低限度

２，０００㎡ １，０００㎡

  ただし、公益上市長がやむを得ないと認めたものはこの限りで

 はない。

建築物の建築面

積の最低限度

１，０００㎡ ５００㎡

ただし、公益上市長がやむを得ないと認めたものはこの限りで

 はない。

壁面の位置の制

限

  建築物の外壁又はこれに代わる柱（建築物の地盤面下の部分は

 除く。）は、計画図に示す壁面の位置の制限を越えて建築しては

 ならない。

   ただし、公共用歩廊その他これに類する公益上必要な建築物で

 通行上支障のないものについては、この限りでない。

建築物等の形態

又は色彩その他

の意匠の制限 

   建築物の外壁又はこれに代わる柱等の色彩は、原色を避けるな

 ど周辺の環境に配慮した落ち着きのあるものであること。

    理  由   風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律（平成２

７年法律第４５号）による風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部

改正に伴い、建築物等の用途の制限について変更を行うものである。 


